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障害者旅客運賃割引規程 

 

 （適用範囲） 

第１条 この規程は、障害者が単独又は介護者とともに、新交通ゆりかもめ（以下「社線」とい

う。）各駅相互間を乗車する場合に適用する。 

 

 （障害者） 

第２条 この規程において「障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。各障害者手帳等の様式は、

別表第２のとおりである 

 

（1）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283号）第 15条第４項に規定する身体障害者手帳の交付

を受けている者（以下「身体障害者」という。） 

 

（2）「療育手帳制度について（昭和 48年９月 27日厚生省発児第 156号厚生事務次官通知）」により

定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者（以下「知的障害者」とい

う。） 

 

（3）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号）第 45条第１項に規定す

る精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（以下「精神障害者」という。） 

 

２「マイナンバーカードを活用した身体障害者手帳等情報のデジタル化による本人確認について」

（令和２年 10月 19日国鉄事第 304号国土交通省鉄道局長通知及び令和４年１ 月 18 日国鉄事第 

602 号国土交通省鉄道局長通知 ）によるものは、第７条に定める割引乗車券類の購入申込みの際並

びに第 10条に定める乗降の際及び乗車中の呈示に限り、前項各号に掲げる手帳等に代わるものとす

ることができる。 

 

３ 第１項の障害者を、第１種障害者及び第２種障害者に分ける。 

 

（1）「第１種障害者」とは、別表第１に定める者をいう。 

 

（2）「第２種障害者」とは、前号以外の者をいう。 

 

４ 第１種障害者及び第２種障害者の別については、各障害者手帳等の「旅客鉄道株式会社旅客運賃

減額」欄の記載において確認することができる。 

 

 （介護者） 

第３条 障害者が、第１種障害者及び定期乗車券を使用する 12歳未満の第２種障害者であるとき

は、障害者１人に対して、１人の介護者をつけることができる。ただし、東京都が発行する療育手

帳（以下「愛の手帳」という。）の交付を受けている知的障害者は、知的障害者１人に対し１人の介

護者をつけることができる。 

２ 前項の介護者は、介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券の種類、乗車区

間及び有効期間が障害者と同一で、障害者の乗車券と同時に購入するものでなければならない。 
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（割引乗車券の種類） 

第４条 障害者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類及び発売の条件は、次のとおりとする。 

（1）普通乗車券 第１種障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第２種障害者が単独で

乗車する場合に発売する。 

（2）定期乗車券 第１種障害者及び 12歳未満の第２種障害者が介護者とともに乗車する場合に発売

する。 

（3）回数乗車券 第１種障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。 

 

２ 愛の手帳を提示した知的障害者及び介護者に対しては、前項に規定する発売の条件を満たさない

者であっても、割引乗車券を発売する。 

 

３ 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類は、第１項の規定により障害者が介護者ととも

に乗車する場合に発売する乗車券と同一とする。 

 

４ 前条第２項の規定にかかわらず、障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であっても、介

護者に対して発売する定期乗車券は、通勤定期乗車券に限るものとする。この場合において、介護

者が通学定期乗車券の使用資格者であっても、介護者に対しては、通学定期乗車券を発売しない。 

 

 （取扱区間） 

第５条 障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券の取扱区間は、社線各駅相互間とする。 

 

 （割引率） 

第６条 障害者及び介護者に対する割引率は、５割とする。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅

客運賃の割引をしない。 

 

 （割引乗車券の購入申込み） 

第７条 障害者が割引乗車券を購入する場合は、障害者手帳等を発売箇所に提示し、口頭又は適宜な

用紙で申込みをしなければならない。 

 

 （介護者の同行） 

第８条 第３条第２項に規定するところにより購入した乗車券は、障害者とその介護者とが同一の列

車に乗車する場合に限って有効とする。 

 

 （割引乗車券の旅客運賃払戻し） 

第９条 第３条第２項に規定するところにより購入した乗車券の旅客運賃の払戻しは、障害者に対す

る乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、ともに行う場合に限って取扱う。 

 

 （障害者手帳等の携帯） 

第 10条 障害者又はその介護者が割引乗車券で乗車する場合は、障害者手帳等を携帯して、社員の

請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。 

 

 （その他の取扱方） 

第 11条 前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。 

 

 

附 則 

この規程は、令和 7年 4月 1日から施行する。  
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別表第１ 第１種障害者の範囲 

 

 １．身体障害者 

次に掲げる者及び障害度がこれより重い者 

（1）両眼の視力がそれぞれ 0.06 以下の者 

（2）両眼の視野がそれぞれ 10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が 90パー

セント以上の者 

（3）両耳の聴力が耳介に接近しなければ大声語を理解し得ない者 

（4）両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパー関節以上で失った者 

（5）両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者 

（6）体幹の機能障害により起居、移動の困難な者 

（7）心臓・じん臓・呼吸器又は小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限され

る者 

（8）ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限される者 

（9）ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により家庭内での日常生活活動を含め社会での日常

生活が全般的に著しく制限されるもの 

（10）２以上の重複する障害を有し、その障害の総合の程度が前各号に準ずる者 

 

 ２．知的障害者 

次に掲げる者及び障害度がこれより重い者 

（1）知能指数がおおむね 35以下の者であって、次のいずれかに該当し、日常生活において常時介護

を要する程度のもの 

 

ア 日常生活における基本的動作（食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等）が困難であって、個別的指

導及び介護を必要とする者 

 

イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者 

 

（2）肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね 50以下の者であって、日常生活

において常時介護を要し、かつ、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者で、その障害の程度

が、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15号）別表第５の１級から３級までに該当す

るもの 

 

 ３．精神障害者 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条に規定する精神障害

者保健福祉手帳（以下「精神障害者手帳」という。）の交付を受けている者のうち、「精神障害者保健

福祉手帳の障害等級の判定基準について（平成７年９月１２日健医発第１１３３号厚生省保健医療局

長通知）」に定める「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」に規定する障害等級１級（精神障

害であって、日常の生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの）と判定された者 
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 別表第２ 各障害者手帳等の様式例 

 

 １．身体障害者手帳 

平成 31年３月 29日障発 0329第 31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知により示された

様式 

 ア 紙様式（例） 

[身体障害者手帳の紙様式例] 
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 イ カード様式（例) 

[身体障害者手帳のカード様式例] 
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2．知的障害者手帳 

昭和 48 年 9 月厚生省発児第 156号厚生事務次官通知により示された様式 

 ア 紙様式（例） 

[知的障害者手帳の紙様式例] 
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 イ カード様式（例) 

[知的障害者手帳のカード様式例] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．精神障害者手帳 

「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」（平成７年９月 12 日健医発第 1132 号厚生省保健

医療局長通知）により示された様式 

 

 ア 紙様式（例） 

[精神障害者保健福祉手帳の紙様式例] 
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イ カード様式（例) 

[精神障害者保健福祉手帳のカード様式例] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


